
（平成２１年７月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 17 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 27 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認愛知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



愛知国民年金 事案 1536 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年 12月から 45年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 12月から 45年３月まで 

    私は結婚後、国民年金に加入していなかったが、夫の国民年金保険料を集

金に来ていた区役所支所の人に、「奥さんも加入してもらわなければいけな

い。」と言われて加入し、以前の分もさかのぼって納付できるということだ

ったので、夫が、結婚（昭和 40年 12月）以降の分として支所の人が後日持

参した納付書により金融機関で２、３万円を一括で支払ってくれた。 

申立期間の国民年金保険料を納付したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の保険料を納付したとする昭和 45 年７月は、第１回特例

納付の実施期間（45 年７月から 47年６月まで）であり、同特例納付及び過年

度納付により、申立期間の保険料すべてをさかのぼって納付することが可能で

あった。 

また、申立人が所持する国民年金手帳の発行日から、申立人の国民年金被保

険者資格取得手続は昭和 45 年７月ごろに行われたものとみられるが、申立人

はその時点で現年度であった昭和 45 年度以降、国民年金加入期間において保

険料の未納は無い上、申立人の国民年金被保険者資格取得手続及び申立期間の

保険料の納付を行ったとする夫も 36 年４月の国民年金制度施行当初に国民年

金に加入して以降、国民年金加入期間において保険料の未納は無く、保険料の

納付に対する意識が高かったことがうかがわれる。 

さらに、申立人は集金人から「今なら一括で払える。」と言われたのが、国

民年金被保険者資格取得手続を行う契機になっていたことがうかがわれ、同手



続時点で納付が可能であった過年度の保険料について遡及
そきゅう

して納付した期間

が皆無とされているのは不自然である。 

加えて、申立人は、申立期間の始期を結婚した時期としているが、これにつ

いて、夫は、申立人の国民年金被保険者資格取得手続時（特例納付を行う期間

を決める時）、申立人が結婚前、他県に居住していたころの年金への加入及び

保険料納付の状況をよく知らなかったため、結婚後の期間分のみでよいと判断

して特例納付を行う期間を決めたとしており、申立期間について保険料を納付

したとする主張には合理性が認められるほか、夫の申立期間の保険料の納付方

法に係る記憶に不自然さは無く、当時のＡ市における納付方法との矛盾も無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料として納付したとする保険料額２、３

万円は、申立人が結婚した昭和 40 年 12 月から 45 年３月までの保険料を 45

年７月に納付する場合に必要となる保険料額（１万 8,150円）にほぼ符合する。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1537 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58年４月から同年 12月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年６月から 48年２月まで 

② 昭和 48年４月から 50年３月まで 

③ 昭和 50年７月から 56年３月まで 

④ 昭和 58年４月から平成２年３月まで 

⑤ 平成４年１月から 10年２月まで 

    私の国民年金加入手続は、自分の会社の経理事務を委託していた会計事務

所の担当者が行い、保険料の納付は、自分の会社の経理担当者に任せていて

安心していたので、申立期間について保険料の納付があったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち申立期間④については、同期間のうち昭和 58 年４月から同

年 12 月までの９か月分の国民年金保険料について、Ａ市の国民年金被保険者

名簿に納付があったことを示す記録があり、この９か月分の保険料については

納付されていたものと認められる。 

一方、申立人は、申立期間を通じて、国民年金加入手続及び申立期間の国民

年金保険料の納付に関与しておらず、加入手続を行ったとする会計事務所の担

当者及び保険料の納付を任せていたとする事業所の経理担当者はいずれも既

に死亡しており、加入手続の状況、申立期間の保険料の納付状況等は不明であ

る。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は、妻と

連番で昭和 50 年６月ごろに払い出されていることから、申立人の国民年金加

入手続は、このころに行われたものとみられるが、この加入手続時期を基準に



すると、申立期間①は特例納付によるほかは時効により保険料を納付すること

ができなかった。 

一方、申立人が加入手続を行ったとみられる昭和 50 年６月は第２回特例納

付の実施期間ではあったものの、申立人は当時の記憶が明確でなく、申立人及

び経理担当者が申立期間の保険料について特例納付したことをうかがわせる

事情は確認できない。 

さらに、申立人は、いずれの申立期間の保険料も、妻の分と一緒に経理担当

者に納付させていたとしているが、妻も申立期間についてはすべて未納とされ

ている。 

加えて、申立人の事業所の経理担当者が申立人の保険料を納付していたこと

を示す関連資料（確定申告書、家計簿等）は無く、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和58年４月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



愛知国民年金 事案 1538 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年８月から９年６月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年８月から９年６月まで 

    私は申立期間当時、結婚直後で両親とは５メートル程度離れたところに別

居していたが、夕食は２世帯で一緒にするなど同居に近い状態であった。申

立期間以前から、私も含めた家族全員の国民年金保険料の納付は母親が担当

しており、両親及び弟には保険料の未納が無いのに、私にだけ未納期間があ

るのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 11 か月と短期間であり、申立人は申立期間以外に国民年金保険

料の未納期間は無い。 

また、申立人は、当時、近隣に住む申立人の母親が、申立人の両親の分と同

様に申立人に送付された納付書により保険料を納付してもらっていたとして

おり、両親及び申立人の弟の納付記録を見ると、いずれも国民年金加入期間に

おいて未納は無いことから、母親は保険料の納付意識が高かったことがうかが

える。 

さらに、Ａ市が保管する被保険者名簿により、申立人の国民年金被保険者資

格取得日は平成８年８月１日で、その資格喪失日は９年７月１日となっている

ことが確認でき、申立人に対し申立期間に係る納付書が送付されていたことが

推認できることから、納付意識の高かった母親が申立人の主張のとおり保険料

を納付したとしても不合理ではない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1539 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から 61年３月まで 

    申立期間当時、私は専業主婦でＡ市Ｂ区に住んでいた。自宅に届く納付書

で、近隣のＣ郵便局又はＤ銀行Ｅ支店で、３か月ぐらいの周期で国民年金保

険料を納付していたので、申立期間が未納になっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳到達以降、昭和 61年４月に第３号被保険者となるまでの国

民年金加入期間について、申立期間を除いて保険料の未納は無い上、社会保険

庁が保管する申立人の被保険者台帳（マイクロフィルム）の記載から、昭和

47 年度から 58 年度までの保険料はすべて現年度納付されたことが確認でき、

保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立人は昭和 59 年４月にＡ市Ｂ区に転居しているが、被保険者台帳

の記載から、転居に伴う国民年金の手続が適切に行われたことが確認できる上、

同市の記録から、転居後の昭和 59 年度の保険料が、２か月ごとに現年度納付

されていることが確認でき、申立人がその直後の申立期間の保険料を納付しな

かったとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする金融機関が申

立期間当時に存在し、保険料を納付することが可能であったことが確認でき、

申立人の主張する納付方法に不自然な点は見受けられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1540 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年９月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年９月から 48年３月まで 

    私が会社を退職後に、父親が国民年金の加入手続を行い、保険料を納付し

てくれていたと聞いていた。国民年金手帳は、結婚後に父親から渡されたと

記憶している。父親も母親も保険料の未納は無く、全期間納付していること

から、私の保険料もきちんと納付してくれていると思うので、申立期間が未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金加入手続を行い、保険料を納付していたとする父親は、申

立期間を含めすべての期間の保険料を納付しているほか、母親もすべての期間

の保険料を納付しており、両親の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 48年 10月９日に払い出されて

おり、申立人が所持する国民年金手帳の発行日は同年 10月 15日と記載されて

いることから、父親は、同年 10 月ごろに申立人の国民年金加入手続を行った

ものと推認でき、その時点では、申立期間の保険料を過年度納付することが可

能であった。 

さらに、申立人が所持する領収書により、申立期間直後の昭和 48 年４月か

ら同年 12 月までの保険料が、49 年５月 23 日に申立人の婚姻前の住所地であ

るＡ市内の郵便局で過年度納付されたことが確認できる。この過年度納付は父

親が行ったものと考えられ、父親が当該期間の保険料のみ過年度納付し、申立

期間の保険料を過年度納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1541 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年 10月から 59年３月までの期間、60年１月から同年９月

までの期間及び 61 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年 10月から 59年３月まで 

② 昭和 60年１月から同年９月まで 

③ 昭和 61年４月から同年６月まで 

    夫婦の国民年金保険料は、いつも一緒に私が納付していた。申立期間は未

納だと言われたが、経済的に納付できない状態になったことは無く、納付し

ないことは考えられないので、申立期間が未納とされていることは納得でき

ない。 

また、夫が納付済みなのに、私が未納となっている期間があることにも納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は昭和 51 年２月に夫婦連番で払い出

されており、その後の申立人夫婦の保険料納付状況を見ると、納付日が確認

できる期間の保険料は夫婦同一日に納付していることが確認でき、夫婦二人

の保険料を一緒に納付したとする申立人の主張に不自然な点は見受けられ

ない上、納付方法についても 54年 10月から口座振替を利用しているなど、

保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

２ 申立期間①については、Ａ市の記録によると、昭和 58 年 10 月から同年

12 月までは口座振替により、59 年１月から同年３月までは納付書により保

険料を納付するように手続されていた期間であるが、仮に、58年 10月から

同年 12 月までの保険料が口座振替できなかったとしても、市から送付され

る現年度納付書あるいは社会保険事務所から送付される過年度納付書によ



り納付が可能である。 

また、Ａ市の記録により、申立期間①の直前の昭和 58 年７月から同年９

月までの申立人の保険料及び申立期間①の直後の 59 年４月から同年６月ま

での申立人の夫の保険料を現年度納付書で納付していることが確認できる。

申立人夫婦の説明から、これらの納付書による納付はいずれも申立人が行っ

たものとみられ、申立期間①についても、同市あるいは社会保険事務所から

納付書が送付されたにもかかわらず、申立人がこれを納付しなかったとは考

え難い。 

３ 申立期間②及び③の国民年金保険料については、一緒に納付していたとす

る申立人の夫は納付済みである。 

また、Ａ市の記録によると、昭和 59 年４月からは申立人夫婦が共に、申

立人の夫の預金口座から国民年金保険料を口座振替により納付するよう手

続している。申立人の夫の申立期間②及び③の保険料はすべて口座振替によ

り納付されたことが確認できる上、申立人夫婦の申立期間②及び③の前後の

期間の保険料もすべて口座振替により納付されたことが確認でき、申立人の

申立期間②及び③の保険料のみが口座振替できなかったとは考え難い。 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



愛知国民年金 事案 1542 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年 10月から 59年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48年７月から 50年３月まで 

② 昭和 58年 10月から 59年３月まで 

    申立期間①については、会社を退職し、国民健康保険の加入手続の際に、

国民年金も一緒に加入するように言われたので、国民年金の加入手続をして

保険料を納付していたはずなので、未納とされていることは納得できない。 

また、申立期間②のころは、夫婦の国民年金保険料は、いつも一緒に妻が

納付していた。申立期間は未納だと言われたが、経済的に納付できない状態

になったことは無く、納付しないことは考えられないので、未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①については、申立人は、申立人自身かその妻が国民健康保険の

加入手続と併せて国民年金の加入手続を行ったはずであるとするのみで、ど

この区役所で加入手続を行ったかなど、手続の詳細についての記憶は無く、

申立人の妻に聴取しても、加入手続についての記憶は無いとしている。 

また、申立人は、申立期間①の当時の国民年金保険料は集金人に納付して

いたとするのみで、その妻が納付していたので、納付方法に関する具体的な

記憶は無いとしており、その妻に聴取しても記憶は無いとしている。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年２月に申立人の妻

と連番で払い出されており、申立期間①当時に別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。このことから、

申立人の国民年金加入手続は同年２月ごろに行われ、その際に 48 年７月ま

でさかのぼって資格取得したものと推認され、申立期間①当時には、申立人



の国民年金加入手続は行われておらず、保険料を納付することはできなかっ

たと考えられる。 

加えて、申立人の国民年金加入手続が行われたと推認できる時点では、申

立期間①のうち昭和49年１月から50年３月までの保険料を過年度納付する

ことが可能であったが、申立人の保険料を納付していたとするその妻は、保

険料の納付に関する具体的な記憶が無く、過年度納付が行われていたことを

うかがわせる周辺事情は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿等）は無い。 

２ 申立期間②については、申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認さ

れる昭和 50 年度以降、申立期間②を除いて未納は無い上、納付方法につい

ても昭和 54 年７月から口座振替を利用しているなど、保険料の納付意識は

高かったものと考えられる。 

また、申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は連番で払い出されており、納

付日が確認できる期間の保険料は夫婦同一日に納付していることが確認で

きるなど、夫婦二人の保険料を一緒にその妻が納付したとする申立人の主張

に不自然な点は見受けられない。 

さらに、Ａ市の記録によると、申立期間②のうち昭和 58年 10月から同年

12 月までは口座振替により、59 年１月から同年３月までは納付書により保

険料を納付するように手続されていた期間であるが、仮に、58年 10月から

同年 12 月までの保険料が口座振替できなかったとしても、市から送付され

る現年度納付書あるいは社会保険事務所から送付される過年度納付書によ

り納付が可能である。 

加えて、Ａ市の記録により、申立期間②の直前の昭和 58 年７月から同年

９月までの申立人の妻の保険料及び申立期間②の直後の 59 年４月から同年

６月までの申立人の保険料を現年度納付書で納付していることが確認でき

る。申立人夫婦の説明から、これらの納付書による納付はいずれも申立人の

妻が行ったものとみられ、申立期間②についても、同市あるいは社会保険事

務所から納付書が送付されたにもかかわらず、申立人の妻がこれを納付しな

かったとは考え難い。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 58年 10月から 59年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



愛知厚生年金 事案 1395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 43年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４万 8,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月 31日から同年４月１日まで 

   私の厚生年金保険被保険者記録は、昭和 43年３月 31日が資格喪失日とさ

れている。 

しかし、私は、Ａ社を昭和 43年３月 31日に退職していることから、厚生

年金保険の資格喪失日は、翌日の同年４月１日となるので、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の在職証明書などから判断して、申立人が同社に昭

和 43年３月 31日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社における昭和43年２月の社

会保険事務所の記録から、４万8,000円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 43

年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31

日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。



愛知厚生年金 事案1396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和28年11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を8,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住 所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和28年11月１日から29年２月１日まで 

私は、Ａ社に昭和28年11月に入社し、57年６月まで継続して勤務していた

が、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

しかし、私が所持している給与明細書には、申立期間に厚生年金保険料を

控除されていた旨の記載があるので、申立期間について、厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び申立人が所持している給与明細書により、申立人は、昭

和28年11月１日からＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び

昭和29年２月の社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

 一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は、昭和 29 年２月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、申立期間については、適用事業所として

の記録が無いものの、商業登記簿の記録によれば、同社は、28年８月 11日に

設立され、同登記簿に記載されている事業目的からも、当時の厚生年金保険法

に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、当該期間は適用事業所として記録管理されていない期

間であることから、社会保険事務所は申立人に係る申立期間の保険料の納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案 1397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成 17 年

８月１日、資格喪失日が 18年７月１日とされ、同年６月 30日から同年７月１

日までの期間は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の

基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日を同

年７月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年６月 30日から同年７月１日まで 

    ねんきん特別便で年金記録を確認したところ、被保険者期間が１か月少な

いことに気付いて会社に問い合わせしたところ、「会社のミスなので、修正

する。」との返事があったが、後日、「資格喪失から２年以上経っているので、

記録訂正がなされても、時効により年金額に反映されない。当社が貰い過ぎ

た保険料を返還するか、第三者委員会に申立てをしてほしい。」と言われた。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者記録のうち、平成 18年６月 30

日から同年７月１日までの期間については、20 年 10 月 22 日付けで記録訂正

が行われているが、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算

の基礎となる被保険者期間にはならないこととされている。 

   これに対し、申立人は、申立期間について、年金記録の確認を求めていると

ころ、申立人が保管している雇用保険受給資格者証及び出勤簿並びにＡ社から

提出された賃金台帳により、申立人は、同社に継続して勤務し、申立期間に係



る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、賃金台帳の保険料控除額及び平

成 18年５月の社会保険庁の記録から、22万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、

事業主が、平成 18年６月 30日を厚生年金保険の資格喪失日として届け出たこ

とが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。



愛知厚生年金 事案 1398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に

係る記録を昭和35年12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万6,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 11月 30日から同年 12月１日まで 

私は、昭和 31年４月１日にＡ社に入社し、平成４年２月 29日に退職する

まで継続して勤務していたが、昭和 35年にＢ支店からＣ支店へ転勤した際、

厚生年金保険被保険者としての記録が欠けてしまっていることに納得でき

ないので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の職歴証明書及び雇用保険の記録により、申立人が同社に継続して勤務

し(昭和 35年 12月１日に同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動。ただし、異動発

令日は同年 11月 21日。)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ支店における昭和 35 年

10月の社会保険事務所の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は特段の理由を示すことなく納付したと主張するが、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無く、事業主が資格喪失日を昭和

35 年 12 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年 11

月 30 日と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保

険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

11 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案 1399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日及び資格喪失日は、昭和 21 年 10

月 17日及び 22年 11 月３日であると認められることから、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21年 10月から同年 12月

までは 210 円、22 年 1 月から同年５月までは 330 円、同年６月及び同年７月

は 300円、同年８月から同年 10月までは 600円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年 10月 17日から 22年 11月３日まで 

私は昭和 21年 10月に、近所の同級生やそのお姉さんと一緒にＡ社Ｂ支店

に就職した。退職する時に大切なものだからと証書を渡され、その証書を父

親に預けたものの、その後、証書がどうなったかは分からない。社会保険事

務所で記録を調べてもらったが、厚生年金保険の記録は無かった。私は確か

に同社Ｂ支店で働いていたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管するＡ社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者名簿及び被

保険者台帳によると、申立人の当時の氏名と同姓で、名前の漢字が相違し、生

年月日が２日違いの厚生年金保険被保険者記号番号（昭和 21年 10 月 17日に

資格取得、22年 11月３日に資格喪失）が基礎年金番号に統合されないままに

なっている。 

また、申立人が記憶する同僚５人には、いずれもＡ社Ｂ支店の厚生年金保険

被保険者記録が認められることから、当時、申立人が同支店に勤務していたこ

とが認められる。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当該未統合の被保険者記録は、申立人の厚生年金保険被保険者記録であり、申



立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は昭和 21年 10月 17日、資格喪失日は

22年 11月３日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合の被保険者記録から、

昭和 21年 10月から同年 12月までは 210円、22年 1月から同年５月までは 330

円、同年６月及び同年７月は 300円、同年８月から同年 10月までは 600円と

することが妥当である。



愛知厚生年金 事案1400 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和48年11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万4,000円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和48年10月31日から同年11月１日まで 

    社会保険事務所で厚生年金保険の被保険者記録を確認したところ、Ａ社の

資格喪失日が昭和48年10月31日とされていることが分かった。 

しかし、昭和48年10月の厚生年金保険料控除が確認できる給与明細書があ

るので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人が、

昭和48年10月31日までＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額及び

昭和48年９月の社会保険事務所の記録から、６万4,000円とすることが妥当で

ある。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いが、事業主が

資格喪失日を昭和48年11月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所が

これを同年10月31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日

を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年10月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



愛知厚生年金 事案 1401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係

る記録を昭和 43年７月 16日、資格喪失日に係る記録を 44年５月 22日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 43年７月から 44年３月までは３万円、同年４

月は３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月 16日から 44年５月 22日まで 

私は、昭和 43 年７月からＡ社本社に勤務していたが、厚生年金保険の被

保険者記録を確認したところ、同年７月 16 日から 44 年５月 22 日までの期

間について、厚生年金保険の記録が無いことが分かった。 

しかし、健康保険組合における資格取得届の副本及び雇用保険被保険者証

の記録のどちらも資格取得日が昭和43年７月16日になっていることが確認

できるので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ健康保険組合の記録及び雇用保険の記録により、申立人がＡ社に昭和 43

年７月 16日から継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社は、「当社では、入社と同時期に厚生年金保険、健康保険及び雇

用保険の資格取得手続を一緒に行うことから、申立人に係る厚生年金保険の記

録だけが一部空白となっているのはおかしい。当社では、入社後の試用期間は

設けていない。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ健康保険組合の記録、昭和



44年５月の社会保険事務所の記録及び同僚の記録から、43年７月から 44年３

月までは３万円、同年４月は３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立期間の厚生

年金保険被保険者原票の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係

る社会保険事務所の記録が失われたことは考え難く、資格の取得届及び喪失届

のいずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え

難いことから、事業主から社会保険事務所への資格の得喪に係る届出は行われ

ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立期間に係る保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。



愛知厚生年金 事案1402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日

に係る記録を昭和40年２月12日に、Ｂ社における資格喪失日に係る記録を41

年６月21日に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、38年12月から39

年７月までを２万8,000円、同年８月から40年１月までを３万3,000円、41年５

月を３万9,000円とする必要がある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。また、事業主が申立人に係る申立期間②の厚

生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和10年生 

    住 所 ：               

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和38年12月21日から40年２月12日まで 

             ② 昭和41年５月21日から同年６月21日まで 

申立期間について、私は、出向を命じられ出向元Ａ社から出向先Ｂ社に在

籍出向をした。給与は出向元であるＡ社から支払われていたため、被保険者

期間に空白があることは納得できない。申立期間について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の社員カード、勤続表彰状、雇用保険の被保険者記録及び複数の同僚の

証言から判断すると、申立人は同社からＢ社に出向した後も同社との雇用関係

は継続しており、いわゆる在籍出向であったものと認められる。 

また、申立人は、「Ｂ社に出向した期間についても、給与の支払はＡ社から

なされており、出向前後において支払状況に何ら変更が無かった。」と説明し

ているところ、申立期間当時の同社の経理担当者、同社の同僚及びＢ社の同僚

はいずれも、「Ｂ社への出向期間における給与は、出向先のＢ社ではなく、出

向元であるＡ社から、手渡しで支給されていた。」旨を証言している上、当該

経理担当者は、「Ｂ社に出向した申立人及び同僚の給与から厚生年金保険料の

控除をしていたと思う。なぜならば、Ａ社の他の従業員と一緒に給与事務の手

続をしていたので、仮に申立人及び同僚の給与から保険料が控除されていなか

ったとすれば、気付いたはずであるが、特に不審に思ったことは無かったから



である。」と証言している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社及びＢ社に係る厚生年金保険被保険者原票に

よれば、Ｂ社の資格喪失日（昭和41年５月21日）の処理、Ａ社における資格再

取得日（同年６月21日）の処理及びＢ社の健康保険証の返却がいずれも同年７

月になされていることが確認でき、申立期間当時におけるＡ社の経理担当者が

両社における給与支給事務等はＡ社において併せて行われていた旨を証言し

ていることから、Ｂ社における資格喪失日に係る事務処理が誤ってなされた可

能性が高いものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社及びＢ社に

継続して勤務し（昭和40年２月12日にＡ社からＢ社に異動、41年６月21日にＢ

社からＡ社に異動）、申立期間①に係る厚生年金保険料をＡ社の事業主により、

申立期間②に係る厚生年金保険料をＢ社の事業主により給与から控除されて

いたものと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、同僚の記録、昭和38年

11月及び41年４月の社会保険事務所の記録から、38年12月から39年７月までは

２万8,000円、同年８月から40年１月までは３万3,000円、41年５月は３万9,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、申立期間①については、事業主による厚生年金保険被保険者

報酬月額算定基礎届及び申立人に係る資格喪失届のいずれの機会においても、

社会保険事務所が記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主が昭和38年

12月21日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年12月から40年１月までの保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。一方、

申立期間②については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。



愛知厚生年金 事案 1403 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年５月１日から 33年 12月１日まで 

             ② 昭和 34年１月 22日から 35年３月 15日まで 

    私は、昭和 35 年３月にＡ社を退職する際に脱退手当金を受け取った記憶

は無く、同社から脱退手当金に関する説明を受けた記憶も無い。 

    Ａ社の退職時には、既に次のＢ社への入社が決まっており、退職した一週

間後には同社に勤務していたにもかかわらず、脱退手当金を受給するのは

不自然であり、申立期間が脱退手当金支給済みとされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の最終事業所での厚生年金保険被保険者期間は脱退手当金の請求

要件である 24か月に満たない 14か月であるとともに、当該事業所の被保険者

名簿に記載されている女性被保険者のうち、脱退手当金を受給している者は

17 人中５人と少なく、事業主が申立人の委任を受けて代理請求をしたとは考

え難い。 

   また、申立人はＡ社を退職する際、次のＢ社への入社が決まっており、脱退

手当金は請求していないと申し立てているところ、脱退手当金が支給決定さ

れている昭和 35 年８月３日を含む、同年３月 21 日から 40 年１月 17 日まで

の期間は、共済組合の被保険者となっていることが確認でき、申立てのとお

り引き続き勤務する意思を有していたものと認められ、脱退手当金を請求す

る動機が判然としない。 

さらに、申立人の被保険者名簿の生年月日は誤って記録されており、脱退手

当金の裁定請求があれば訂正されると考えられるところ、訂正されていない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。



愛知厚生年金 事案1404 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和31年５月２日から32年12月６日まで 

② 昭和32年12月６日から37年８月15日まで 

    私は、申立期間の脱退手当金について、受給申請した覚えも受け取った覚

えも全く無い。当該期間について、年金給付計算の基礎とすべき厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２年５か月後の昭和 40 年２月２日に支給決定されたこととなっており、

事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間後の被保険者期

間についてはその計算の基礎とされておらず未請求となっているが、これを失

念するとは考え難い上、３回の被保険者期間が同一の被保険者記号番号で管理

されているにもかかわらず、一部の期間のみ支給されるということは事務処理

上、不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



愛知国民年金 事案 1543 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から平成２年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から平成２年５月まで 

    「ねんきん特別便」に厚生年金保険加入期間が漏れていたため、社会保険

事務所で基礎年金番号に統合してもらったが、国民年金の加入期間も漏れて

いた。 

私は何度も転居しているが、昭和 62 年４月からＡ市で国民年金に加入し

ていた。 

保険料納付が分かるものは何も無いが、納付があったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は国民年金被保険者資格取得手続の記憶が曖昧
あいまい

であり、いつ、誰が手

続を行ったのかは不明である。 

また、社会保険庁の記録では、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出され

たのは平成３年４月であり、このほかに申立人に対して別の記号番号が払い出

された形跡は見当たらないことから、このころ申立人の最初の国民年金被保険

者資格取得手続が行われたものとみられる。 

さらに、この手続に伴う申立人の国民年金被保険者資格取得日は平成３年６

月１日とされていることから、申立人は、申立期間においては国民年金には未

加入となり、同期間の国民年金保険料を納付することはできない。 

加えて、申立人はＡ市で国民年金加入手続を行ったとしているが、同市には

申立人に係る国民年金被保険者名簿は無く、同市で加入手続を行ったとは考え

難い。 

その上、申立人は申立期間当時の保険料額を１か月 8,800円か 9,800円とし

ているが、これは申立人が加入手続を行ったとみられる平成３年度の保険料月

額に近い金額であり、申立期間の実際の保険料月額とは相違している。 



このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（確定申告書、家計簿等）も無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1544 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年４月から３年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月から３年３月まで 

    平成２年３月の１か月勤務した会社を退職し、継続して国民年金に加入し

ないと将来年金がもらえなくなると思い、年金手帳をもらうと、すぐＡ市Ｂ

市民センター内にあるＡ市役所の支所で、私の母親に加入手続をしてもらっ

た。その後、国民年金保険料は、Ａ市内のＣショッピングセンターの中にあ

ったＤ銀行Ｅ支店で、母親が毎月納付してくれていた。 

領収書は５年前に家を改修した時に、ほかの物と一緒に処分してしまった

ので無いが、申立期間の保険料を納付したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁が保管する年金記録によれば、申立人の国民年金手帳記号番号は

平成５年６月に払い出されたものであり、Ａ市が保管する年金記録によれば、

この記号番号による国民年金被保険者資格取得手続は同年 10 月に行われ、こ

の時、申立人は２年４月までさかのぼって資格を取得したとする処理が行われ

たことがうかがわれる。 

また、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情が見当たらないことから、申立人の国民年金被保険者資格取得手

続は平成５年 10月に初めて行われたものとみられる。 

これらのことから、申立期間当時、申立人は国民年金には未加入であったこ

とになり、納付書は発行されないことから、銀行で申立期間の国民年金保険料

を納付することはできなかったものとみられ、申立期間の保険料を毎月納付し

ていたとする申立人の主張と相違する。 

さらに、申立人の国民年金被保険者資格取得手続が行われたとみられる平成

５年 10 月の時点では、申立期間の保険料は既に時効であったため、過年度納



付することもできなかった。 

加えて、申立人の申立期間の保険料を納付していたとする母親は、申立期間

の保険料の納付金額についての記憶は無いとしている。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる関連資

料（確定申告書、家計簿等）も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1545 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年４月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から 55年３月まで 

    婚姻後、理容店をしていた夫と共に、集金に来ていた隣の中華料理店の店

主へ保険料を納付した。いつ、いくら納付したかは記憶に無いが、夫が納付

済みであるのに私が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立人の夫の分と一緒に納付してい

たとしているが、申立期間の保険料の納付時期及び納付金額についての記憶が

無い上、申立人の夫は、婚姻（昭和 47年 11 月）後、しばらくは世帯主であっ

た申立人の義母が夫婦の分と合わせて３人分の保険料を納付していたとして

いる。このため、申立人は保険料の納付に直接関与していなかったものと考え

られ、これを行ったとする義母は既に死亡していることから、申立期間の保険

料の納付状況の詳細は不明である。 

また、申立期間におけるＡ市が保管する被保険者名簿、国民年金印紙検認状

況表及び国民年金保険料収入台帳（調定簿）を見ると、申立人の夫の納付記録

は存在するものの、申立人に係る納付記録の存在は、いずれにも確認できず、

申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見いだ

せない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを確認できる関連資料

（確定申告書、家計簿等）は無く、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1546 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

    私は、昭和 36 年４月ごろ、Ａ社に住み込みで勤務しており、国民年金加

入手続は同社の社長に行ってもらい、申立期間の国民年金保険料は社長が毎

月の給料から天引きし、納付していた。 

また、昭和 40 年ごろ、当時同居していた同僚も給料から保険料を天引き

されていたことを記憶している。 

次に勤めたＢ社も、Ａ社と同様に住み込みで勤務し、保険料も毎月の給料

から天引きされていた。そのＢ社での勤務期間の保険料は納付済みとなって

いる。 

納付を証明できる当時の給与明細は無いが、同じ方法で保険料を納付して

いたことは、はっきり覚えているので、申立期間について、納付があったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金加入手続及び申立期間の国民年金保険料の納付に関与し

ておらず、これらを行ったとするＡ社の社長は既に死亡していることから、加

入手続及び保険料納付状況の詳細については不明である。 

また、社会保険庁の記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は２回払

い出されており、１回目は昭和 40年８月 24日にＡ社があるＣ区で、２回目は

41 年２月ごろにＢ社があるＤ区で払い出されていることから、このころにそ

れぞれ加入手続が行われたものとみられる。このことは申立人が所持する国民

年金手帳２冊の発行日がそれぞれ 40年７月 31日、41年３月 11日と記載され

ていることとも符合する。このため、Ａ社があるＣ区で国民年金手帳が発行さ

れた時期を基準とすると、申立期間の大半は時効により保険料を納付すること



はできない上、申立人はさかのぼって保険料を一括納付した記憶も無い。 

さらに、申立人は、昭和 40 年ごろに同居していた同僚も給料から保険料を

控除されていたとしており、その同僚の社会保険庁の記録を見ると、国民年金

手帳記号番号は、申立人の１回目に払い出された国民年金手帳記号番号と連番

で払い出されているものの、資格取得日である同年 11 月 11 日から 61 年 10

月までの国民年金加入期間の保険料はすべて未納とされている。 

加えて、申立人はＣ区にあるＡ社に昭和 36年４月から 41年１月まで住み込

みで勤務し、同年２月から 42 年２月まではＤ区にあるＢ社に住み込みで勤務

していたとしており、このことは、申立人のＣ区からＤ区への住民票の異動が

41 年２月１日であることと符合する。このため、申立期間のうち、同年２月

及び同年３月はＢ社に勤務していたものと考えられ、申立人が申立期間である

36年４月から 41年３月までの期間、Ａ社において保険料を給料から控除され

ていたとする申立人の主張とは矛盾する。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（確定

申告書、家計簿等）は無く、申立人に申立期間において別の国民年金手帳記号

番号が払い出された形跡は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1547 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年８月から 39年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年８月から 39年７月まで 

    私は、昭和 36 年ごろ、Ａ市Ｂ区の理容店で働いていたが、店主や同僚た

ちも国民年金に加入していて、集金人が来店した時、店主の勧めもあり加入

手続をしてもらった。その後は、３か月に１度ぐらいの割合で集金人が来る

たびに１か月当たり 100円の保険料を納付していた。その後、しばらく集金

人が来なかった期間はあったが、集金人が来た際にまとめて納付したのを記

憶している。41年６月にＣ市へ移転した後も 60歳まで納付してきたにもか

かわらず、申立期間が未納になっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付したとしているが、Ａ

市において、集金人（国民年金推進員）による保険料の徴収を開始したのは、

昭和 37年 11月からである上、申立人の所持する領収書及び申立人の妻から提

出された家計簿（婚姻後の 40 年４月以降）を見ると、申立期間の前後の 36

年 10月から 37年３月までの保険料を同年５月８日に、39年８月から 40年３

月までの保険料を 41 年３月７日にそれぞれ過年度納付していることが確認で

き、同市では、集金人（国民年金推進員）は過年度保険料を取り扱っていなか

ったとしていることから、申立人の主張とは相違する。 

また、前述のとおり、申立人は昭和 39年８月から 40年３月までの保険料を

41 年３月７日に過年度納付しているが、この時点を基準にすると、申立期間

のうち、38年 12月以前は時効により納付することはできず、39年１月から同

年７月までの保険料は過年度納付が可能であったものの、家計簿には当該期間

の保険料を納付したことをうかがわせる記載はみられない。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1548 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60年６月から 63年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年６月から 63年５月まで 

    昭和 60 年７月に 60 歳になった後、Ａ市役所に出向き、65 歳まで引き続

き国民年金に加入して保険料を納付すれば国民年金が上乗せして支給され

ると聞いたので、私は 65歳まで保険料を納付した。60歳になってすぐに手

続したので申立期間が未納となっているのは納得できない。 

国民年金保険料の納付方法、納付時期及び納付金額は覚えていないが納付

しているはずなので、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、60歳到達(昭和 60年６月)直後に国民年金の高齢任意加入手続を

したとしているが、昭和 61年３月までは 60歳以上の者が国民年金に任意加入

できる制度は無かったことから、申立人は、60 年の時点では任意加入するこ

とはできない。 

また、申立人が制度改正された昭和 61 年４月当時に任意加入手続した事情

は無く、社会保険庁の記録では、申立人は 63年６月 10日に高齢任意加入被保

険者として資格取得したとされており、申立人に別の国民年金手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないことから、このころ

に任意加入手続を行ったものと推認される。この時点を基準にすると、任意加

入者は制度上、さかのぼって資格を取得することはできず、申立人は申立期間

においては国民年金未加入であり、国民年金保険料を納付したとは考え難い。 

さらに、申立人が保険料を納付していたことを示す関連資料（確定申告書、

家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。



愛知国民年金 事案 1549 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年４月から 63年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 63年３月まで 

    私の年金記録は、昭和 57年４月から 63年３月までの期間の保険料納付が

全額申請免除となっているが、当時、家計が苦しかった覚えは無く、夫の分

と一緒に私が納付していた。保険料は郵便局の集金人を通して納付した記憶

があるので、申立期間の全額申請免除の記録を納付済みに訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について申請免除を行った記憶は無いとしているが、社

会保険庁の記録のほか、申立人が申立期間当時を含めて居住していたＡ市の被

保険者名簿及び納付データも、この期間を含む昭和 57 年４月から平成２年３

月までの期間は申請免除とされているほか、免除申請日や処理日の記載内容に

ついても、社会保険庁の記録に不自然な点は見受けられない。 

また、Ａ市では、「申請免除の場合でも、年度当初に納付書を送付しており、

免除申請者が保険料を納付した場合には、保険料を還付することとしていた。

還付された場合は、被保険者名簿等にその旨記録することとしていた。」とし

ているが、申立人の被保険者名簿（昭和 57年度及び 58年度）には、保険料が

還付された形跡は見当たらない上、申立人は、申立期間において保険料の還付

を受けた記憶は無い。 

さらに、申立人は、当初、申立期間における保険料は郵便局員が自宅に来た

際に納付したとしていたが、聴取の過程で、Ａ市では国民年金保険料の郵便局

での取扱いを開始したのは平成２年からであると説明したところ、申立人は、

保険料は郵便局員ではなく、銀行員であったかもしれないと主張を変えるなど、

申立人の申立期間における保険料の納付方法に関する記憶は曖昧
あいまい

である。 



加えて、申立人が申立期間に係る保険料を納付していたことを示す関連資料

（確定申告書、家計簿等）は無く、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1550 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年 10月から 61年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から 61年３月まで 

    私は、会社を退職後、Ａ市Ｂ区役所で国民年金の任意加入手続を行った。

保険料納付のための資金として退職金の中から 12 万円を確保し、区役所へ

行って納付した。親から常に年金は大事だから空白期間の無いよう納付しな

さいと言われていたこともあり、すべて納付していたのに、申立期間が未納

になっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 59年 10月に会社を退職後、Ａ市Ｂ区役所で国民年金の任意

加入手続を行ったとしているが、社会保険庁のオンライン記録及び申立人の所

持する年金手帳の記載では共に、申立人は 53 年７月に国民年金の資格（強制

加入）を喪失した後、61 年４月に第３号被保険者となるまでの間に国民年金

に加入した記録は無いほか、申立期間当時に、同区で別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人の戸籍の附票によれば、申立人は昭和 59 年４月（厚生年金保

険被保険者期間中）にＡ市Ｂ区に転居しているが、申立人の年金手帳では、同

区への住所変更は 61 年４月と記載されており、申立人は同月まで同区で国民

年金の手続を行っていなかったものとみられる。 

以上のことから、申立人は申立期間当時には国民年金の加入手続を行ってお

らず、保険料を納付することはできなかったと考えられるほか、申立期間は、

任意加入の対象期間であり、制度上、Ａ市Ｂ区への住所変更手続が行われた昭

和 61 年４月の時点で申立期間にさかのぼって資格取得し保険料を納付するこ

ともできない。 

さらに、申立人が提出した家計簿の写しには、申立期間の国民年金保険料額



と近似する 12万円の記載があるが、申立人は、これは昭和 59年 10月に会社

を退職した際の退職金の使用計画として記載したものであるとしており、この

計画どおりに保険料が納付されたとまでは推認できない。 

加えて、上記家計簿以外に、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料（確定申告書等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1551 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年１月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月から 50年３月まで 

    私が会社を退職した後、父親が国民年金の加入手続を行い、家族の保険料

と一緒に集金人に納付していたので、申立期間が未納とされているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金加入手続及び保険料納付に関与しておらず、

これらを行っていたとするその父親が死亡しているため、その状況を確認する

ことはできないほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿等）は無い。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 40 年９月にＡ市Ｂ区で払い出

されている（以下、「手帳番号①」という。）が、51年 12月に同じく、同市Ｂ

区で別の国民年金手帳記号番号（以下、「手帳番号②」という。）が払い出され

ている。申立人は、41 年４月に国民年金の資格を喪失した後、42 年４月にＢ

区Ｃ町から同区Ｄ町に住民登録を異動しているが、47 年１月以降の申立期間

当時に再加入手続及び住所変更手続を行い、保険料を納付していたのであれば、

既に手帳番号①を有する申立人に対して、同区が手帳番号②を払い出すことは

無いと考えられ、不自然である。 

さらに、社会保険庁が保管する申立人の被保険者台帳（マイクロフィルム）

では、申立期間の直後の昭和50年４月から51年３月までの国民年金保険料は、

手帳番号②により 53 年３月に過年度納付されたことが記録されている上、申

立人の兄の同期間の保険料は現年度納付されたことが兄の被保険者台帳によ

り確認でき、父親が家族の保険料を一緒に納付していたとする申立人の説明と

相違する。 



加えて、申立人が所持している国民年金手帳（昭和 40 年８月発行）では、

47 年１月１日に資格を再取得した旨の記載はあるものの、Ｂ区Ｄ町に住所変

更した旨の記載は無いほか、申立期間当時に国民年金の再加入手続を行ってい

たのであれば、その際に発行されているはずの国民年金手帳は所持していない。 

以上のことから、申立人は、昭和 41年４月に国民年金の資格を喪失した後、

再加入手続及び住所変更手続を行っていなかったため、Ａ市Ｂ区では、Ｃ町の

住所で手帳番号①が存在することが確認できず、手帳番号②が払い出され、そ

の際に 47 年１月にさかのぼって資格取得したものと推認される。このため、

申立期間当時には、申立人の国民年金加入手続は行われておらず、保険料を納

付することはできなかったと考えられる。 

その上、申立人の２回目の国民年金加入手続が行われたと推認される時点

（手帳番号②が払い出された昭和 51 年 12 月ごろ）では、申立期間のうち 49

年 10月から 50年３月までの保険料を過年度納付することが可能であったが、

申立人はその当時の保険料納付に関与していないなど、当該過年度納付が行わ

れていたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間当時の同居家族のうち、その両親及び兄の申立

期間の国民年金保険料は納付済みであるが、妹については、保険料の納付記録

のある最初の期間である昭和 48年１月から同年３月までの保険料は、婚姻（同

年４月 24 日婚姻届）後に納付したものであることが妹の国民年金手帳により

確認でき、婚姻前の申立人家族との同居期間中に保険料が納付された記録は無

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1552 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年 12月から 59年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 12月から 59年９月まで 

    昭和 58 年に会社を退職した際、母親から、国民健康保険と国民年金に加

入するようにと言われ、私自身がＡ市で加入手続を行った。平成７年 10 月

にＢ市からＣ市に転居する際、Ｂ市Ｄ支所で、Ａ市に住んでいた時から国民

年金に加入していたことにしてあげると言われ、言われるままに手続をした

が、Ａ市時代の年金記録は未納のままだった。申立期間当時は国民健康保険

を利用していたので、国民年金保険料だけ未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以前に勤務していた会社で厚生年金保険の被保険者であ

った当時に取得した年金手帳を持って、昭和 59 年１月ごろにＡ市で国民年金

の加入手続を行ったとしている。 

しかし、申立人が唯一所持する年金手帳の国民年金手帳記号番号の欄等には、

申立人が平成７年 10 月に国民年金の手続を行ったとするＢ市の印が押されて

おり、Ａ市で加入手続が行われたことをうかがわせる記載は見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の直近の番号を有する任意加入者の資

格取得日は平成７年 10月１日である。 

以上のことから、申立人の国民年金加入手続は平成７年 10 月にＢ市で初め

て行われ、その際にＡ市在住時の昭和 58年 12月にさかのぼって資格取得した

ものと推認されるほか、社会保険庁の国民年金手帳記号番号払出簿を調査して

も、申立期間中に申立人の氏名で国民年金手帳記号番号が払い出された記録は

見当たらないなど、申立期間当時に別の国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。このため、申立人は、申立期間



当時は国民年金に未加入であり、その当時に保険料を納付することはできなか

ったと考えられるほか、Ｂ市で加入手続が行われた時点では、申立期間の保険

料は時効により納付することはできない。 

さらに、申立人は、申立期間当時、国民健康保険と国民年金の加入手続を一

緒に行ったとしている。この点についてＡ市では、申立人が同市で国民健康保

険に加入した記録は見当たらないが、古い記録であるため削除された可能性も

あり、国民健康保険の加入の有無について確認することはできないとしている。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1553 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年４月から 60年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 60年７月まで 

    私は、申立期間の前に勤務していた会社を離職する際に、国民年金に切り

替えるように当時の事業主から説明を受けた記憶がある。申立期間の約２年

間はアルバイト生活をしており、その後、厚生年金保険が適用されている会

社に再就職する時に、年金手帳を提出したかもしれない。申立期間の保険料

は納付書を使って自分自身で３か月分か１か月分ずつ市役所で納付した。保

険料は１か月 6,000円から 7,000円ぐらいだったと思うので、申立期間の保

険料が納付されていたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職後の昭和 58 年４月にＢ市で国民年金の加入手続を行

い、保険料を納付していたとしているが、制度上、国民年金の資格を取得でき

るのは 20歳に達した時とされており、申立人が 20歳未満であった同年４月か

ら 59年１月までの間に国民年金に加入し保険料を納付することはできない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人がＣ社を退職した後の昭和

61 年７月にＤ町で払い出されており、申立期間当時にＢ市で別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が唯一所持している年金手帳は、申立人がＡ社で厚生年金保

険の被保険者資格を取得した際に交付されたものとみられるが、この年金手帳

の国民年金の欄には、Ｄ町を管轄するＥ社会保険事務所の印が押されているほ

か、「初めて被保険者となった日」は昭和 61年６月１日と記載されており、こ

れは社会保険庁が記録する申立人の資格取得日と一致する。 

以上のことから、申立人の国民年金加入手続は昭和 61 年７月ごろに行われ

たものと推認され、申立期間当時には加入手続が行われていなかった上、申立



期間は資格取得日前の無資格期間であり、保険料を納付することはできなかっ

たと考えられる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知国民年金 事案 1554 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年５月から 57年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月から 57年２月まで 

    私は昭和 55 年５月に会社を退社し、私か妻のどちらかがＡ村役場Ｂ支所

で国民年金の加入手続を行った。申立期間の保険料は、妻が自宅で集金人の

隣組の組長に納付していた。知人が同じ隣組で一緒に集金人に納付していた。

もしかしたら、納付書により村役場支所で納付したかもしれないが、いずれ

にしても保険料を納付していたので、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 58 年６月に日本に帰化しており、申立期間当時には、日本

国籍を有していなかった。日本国籍を有しない本邦在住者が国民年金の適用対

象とされたのは 57年１月からであり、申立人は、申立期間のうち 56年 12月

までは国民年金に加入することはできず、57 年１月以降に 56 年 12 月以前に

さかのぼって資格取得することもできない。 

申立期間のうち昭和 57 年１月及び同年２月は日本国籍を有していない者で

も、国民年金に加入し保険料を納付することが可能であった。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録及び申立人が加入手続したとするＡ村

の記録では共に、申立人が国民年金に加入した記録は見当たらないほか、申立

期間当時に申立人に対し国民年金手帳記号番号が払い出された記録も見当た

らない。このことから、申立人は国民年金の加入手続を行ったことは無く、保

険料を納付することはできなかったと考えられる。 

また、申立人は、隣組の役員が国民健康保険料のほかに何を集金していたの

か分からないが国民年金保険料も集金していたと思うとするなど記憶が不明

確であるほか、申立人が一緒に集金人に納付していたとする知人に聴取したと

ころ、隣組などの集金人に国民年金保険料を納付したことは無いとしており、



申立人の説明と相違する。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



愛知厚生年金 事案 1405 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年 10月から 25年７月まで 

    前の会社を退職して失業保険を受給していたころ、家の近所で従業員を募

集していたＡ社に入社し、金属部品の製造に従事した。 

しかし、申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録が無いので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚Ｂ氏の証言及び申立人がＡ社で厚生年金保険被保険者記録の確認でき

る同僚を記憶していることから、期間は定かでないものの、申立人が同社に勤

務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は昭和 55 年４月１日に全喪しており、当時の事業主及び役員

の連絡先も不明であるため、申立人に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱い

については確認できない。 

また、申立人は、「Ａ社には工場だけで 50 人程度、事務員も 10 人程度いた

と思う。」としているが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿等により確認で

きる同社の厚生年金保険被保険者は、申立期間の最も多い時期で 29 人（少な

い時期で 18 人）であり、申立人と同じ金属部品の製造をしていたとする同僚

Ｂ氏についても、同社における厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを確認できる関連資料は無く、保険料控除に係る申立人の記憶も曖昧
あいまい

である。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿に申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案1406 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和31年11月から36年４月まで 

  私は、Ａ社に２回勤務した。１回目の勤務については厚生年金保険の記録

があるのに、申立期間である２回目については記録が無い。保険料控除が証

明できる資料は無いが、同社に勤務していたことは確かなので、申立期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が名前を挙げた同僚の証言から判断して、申立人が、申立期間中にＡ

社に２回目の勤務をしたことは推認できる。 

しかし、申立人が名前を挙げた同僚のうち二人について、Ａ社における厚生

年金保険の被保険者記録が確認できないことから、同社においては、すべての

従業員について、厚生年金保険の被保険者資格を取得させる取扱いを必ずしも

励行していなかったことがうかがえる。 

また、Ａ社には、申立期間当時の勤務実態を確認できる人事記録等の関係書

類は残っていない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には、申立期間において申立人が厚生年金保険の資格を取得した記録は

無く、健康保険整理番号の欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したもの

とは考え難い。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無く、申立人の保険料控除に関する記憶も曖昧
あいまい

である。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1407 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年４月１日から同年 11月１日まで 

    昭和28年４月１日から平成５年11月末日まで継続してＡ社に勤務してい

た。昭和 28年４月から同年 10月までの厚生年金保険の記録が無いのはおか

しいので、調査して、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が所有する退職経歴台帳及び雇用保険の記録から判断して、申立人が、

申立期間に同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、申立人が、昭和 28年４月１日にＡ社に一緒に入社し、かつ、

同じ職場に就いた同僚として名前を挙げる４人の厚生年金保険の資格取得日

も、申立人と同じ同年 11月１日(１人)又は 29年５月１日(３人)と記録されて

いる上、連絡が取れた２人は、「入社時から厚生年金保険料が給与から控除さ

れていたかについて覚えていない。」と証言している。 

また、Ａ社において、昭和 28年 11月１日に厚生年金保険の資格を取得した

18 人に照会したところ、13 人が資格取得日より前から勤務していたとしてい

る上、厚生年金保険料の控除については、12 人は覚えていないとしているも

のの、残る１人は、「入社時からは控除されていなかった。」と回答している。 

さらに、社会保険事務所が保管している厚生年金保険記号番号払出簿により、

申立人の手帳記号番号が昭和28年11月１日にＡ社で払い出されたことが確認

できるとともに、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間におけ

る健康保険整理番号に欠番は見られない。 

加えて、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1408 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名 ： 男 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和４年生 

 住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年２月７日から同年８月 31日まで 

 申立期間について、厚生年金保険料を給与から控除されていたことを証明

する給与明細書は持っていないし、健康保険証を使用した記憶も無いが、雇

用保険の記録のとおり、勤務していたことは間違いないので、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の被保険者記録により、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していた

ことは認められる。 

しかしながら、Ａ社の当時の事業主及び事務責任者は既に死亡していること

から、同社における申立人の厚生年金保険料の控除の有無について確認するこ

とができない。 

また、申立期間において申立人と一緒に勤務していた同僚は、「雇用保険の

被保険者資格を取得してから、一年後に厚生年金保険の被保険者資格を取得し

た。」と証言しており、Ａ社は、当時、入社と同時に厚生年金保険被保険者資

格の取得手続を行う取扱いはしていなかったものと考えられる。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿の申立期間における健康保険整理番号に欠番は見られない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



愛知厚生年金 事案1409 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和35年10月10日から36年９月１日まで 

 ②  昭和39年７月12日から41年10月11日まで 

    申立期間①について、昭和36年５月ごろ労災事故に遭い、病院で骨折の治

療を受けていたので、会社に勤務していたのは事実である。 

申立期間②について、働いていたことは証明できないが、勤務していた

記憶に間違いない。会社が厚生年金保険に加入していなかったのではない

か、調べて記録を訂正し、申立期間について、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、申立期間において厚生年金保険の

適用事業所であったことが確認できるところ、同社によれば、資料が無いため

不明と回答しており、申立人に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱い等につ

いて確認できない。 

また、Ａ社の事業主は、「申立期間当時は、入社後直ちに社会保険の資格を

取得させていなかった。」と証言し、また、複数の同僚は、入社時期と厚生年

金保険の被保険者資格取得日が一致しないと証言していることから、当時、同

社では、入社後直ちにすべての社員について厚生年金保険の資格を取得させて

いたわけではないことが推認される上、複数の同僚の厚生年金保険被保険者記

録には、申立人と同様の空白期間が認められ、同僚は、「複数の同僚が同社を

いったん退社し、その後再入社しており、一時期いなかった時期がある。」と

証言している。 

さらに、申立期間について、社会保険事務所におけるＡ社の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿及び同原票に申立人の名前は無く、健康保険整理番号の欠

番も無いなど、社会保険事務所の事務処理に不自然な点は認められない。 



加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを推認できる関連資料は無い。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1410 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 11月から 38年 12月まで 

    私は、昭和 36 年に高校を卒業し、別の会社に半年ほど勤務した後、自宅

近所にあったＡ社に織機を直す手直工として入社した。 

    当時、Ａ社には 10 人ほどの従業員が勤務しており、同僚の名前や呼び名

を憶えている上、勤務していた期間中に先代事業主が亡くなり葬儀が執り

行われたことも記憶している。 

    厚生年金保険料がどのように給与から控除されていたかは記憶が無いが、

Ａ社で勤務していたことは間違いないので、申立期間について厚生年金保

険が未加入となっていることに納得できない。申立期間について、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社において厚生年金保険被保険者記録の確認できる複数の同僚が、当時、

申立人が勤務していたことを証言していることから、申立人が同社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所におけるＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票

に申立人の名前は無く、健康保険整理番号の欠番も無いなど、社会保険事務所

の事務処理に不自然な点は認められない。 

また、Ａ社は平成７年 10 月１日に全喪、商業登記簿によれば、同年９月

30日に解散しており、当時の事業主は、申立期間当時の資料は保存していな

いと回答している。 

   さらに、事業主は、入社後しばらく様子見の期間があったと証言し、また、

複数の同僚は、Ａ社の入社時期と同社の厚生年金保険の被保険者資格取得日が

一致しないと証言していることから、当時、同社では、入社後直ちにすべての



社員について厚生年金保険の資格を取得させていたわけではないことが推認

される。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを推認できる関連資料は無い上、申立人の保険料控除に関す

る記憶も曖昧
あいまい

である。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1411 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年１月 13日から 23年 10月９日まで 

昭和 18年１月 13日から 20年４月までＡ社Ｂ支店の設計係に勤務し、同

年４月、召集により兵役、終戦後、Ｃ国から帰還、23年 10月にＤ市からＥ

市へ戻り、本社において同社Ｆ支店への勤務を指示された。兵役中は、給与

は留守宅に届けられていた。55年３月 31日付けの感謝状(18年１月 13日以

降の勤続表彰)をもらっている。したがって、18年１月から 23年 10月９日

までの記録が脱落していると思うので、調査をし、申立期間について、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ社を承継するＧ社の感謝状及び人事記録により、申立人が申立期間にＡ社

に勤務していたことは確認できる。 

しかし、申立期間のうち、昭和 18年１月 13日から 20年３月 25日までの期

間については、申立人は、Ｈ国に所在したＡ社Ｂ支店に勤務しており、当時の

厚生年金保険（労働者年金保険）の適用される区域は「内地」である日本国内

に限られ、「外地」であるＨ国において勤務した期間については、厚生年金保

険の適用が無かったと判断できる。 

また、申立人は、申立期間後の昭和 23年 10月９日にＡ社Ｆ支店で厚生年金

保険被保険者資格を取得した記録はあるものの、申立期間について、社会保険

事務所が保管する同社Ｆ支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人

の名前は見当たらない。 

さらに、Ｇ社は、「人事記録によれば、申立人は昭和 20年３月 26日から 23

年 10月８日までの期間は、５号兵事休職期間となっていることが確認できる。

兵事休職の種別の違いは不明であるものの、１号兵事休職発令されている者は、



休職期間中でも厚生年金保険被保険者記録がある一方、５号兵事休職発令され

ている者は、休職発令中に厚生年金保険被保険者記録は無く、復職時点から厚

生年金保険被保険者記録があることから、当時、１号兵事休職者は、出征の時

点で被保険者資格を取得させた者で、５号兵事休職者は、出征の時点で被保険

者資格を取得させなかった者と思われる。」と回答している。 

加えて、申立てに係る同僚のうちＩ氏及びＪ氏は、昭和 19年 10 月 19日か

ら１号兵事休職発令され、同年 10 月１日から厚生年金保険被保険者記録が確

認できるところ、休職発令が不明である同僚については、Ｋ氏は 21 年９月１

日から、Ｌ氏は同年５月１日からそれぞれ厚生年金保険被保険者記録が確認で

きるものの、それ以前の記録は確認できず、Ｍ氏は厚生年金保険被保険者記録

が確認できない。 

このほか、申立人が、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを確認できる関連資料は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



愛知厚生年金 事案 1412 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年１月から平成元年１月 11日まで 

昭和 59 年から平成３年まで、７年間から８年間もＡ社に勤め、社会保険

料が給与から控除されていたのに、厚生年金保険の資格取得日が平成元年１

月 11日になっているのは納得できない。加入期間がたった 29か月などとい

うことはあり得ない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社において厚生年金保険被保険者記録が確認できる当時の給与関係事務

担当役員Ｂ氏及び同僚が、「期間は定かでないが、申立人が当時、同社に勤務

していた。」と証言していることから、申立人が同社に勤務していたことは推

認できる。 

しかし、社会保険事務所におけるＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票

等に申立人の名前は無く、健康保険整理番号の欠番も無いなど、社会保険事務

所の事務処理に不自然な点は認められない。 

また、Ａ社は平成３年６月に全喪しており、関係資料も無いため、申立人に

係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

さらに、申立人は、当時、Ａ社では、見習期間があったと述べているところ、

役員Ｂ氏は、「正社員については、厚生年金保険及び雇用保険の資格取得手続

を一対で社会保険労務士に依頼していた。」と証言している上、役員Ｂ氏及び

同僚２人は、「期間は定かではないが、申立人には正社員ではないパート勤務

の期間があった。」と証言しているところ、申立人には、厚生年金保険被保険

者資格取得日と同日の平成元年１月 11 日から雇用保険の記録が認められるも

のの、申立期間に係る雇用保険の記録は確認できない。 



加えて、社会保険事務所の記録によると、申立人は、申立期間において国民

年金に加入し、このうち昭和 59年１月から 60年３月までの期間及び 63年４

月から同年 12 月までの期間について、国民年金保険料が全額免除されている

ことが確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1413 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年 10月から 37年４月まで 

② 昭和 39年５月から 42年４月まで 

③ 昭和 42年５月から 45年３月まで 

④ 昭和 45年５月から 54年１月まで 

    申立期間①について、私は昭和 34年７月から 37年４月までＡ社で勤務し

ていたが、厚生年金保険の被保険者記録が 35 年９月までしかないのは納得

できない。 

申立期間②について、私は昭和 37年６月から 42年４月までＢ社で勤務し

ていたが、厚生年金保険の被保険者記録が 39 年４月までしかないのは納得

できない。 

申立期間③について、私はＣ社に昭和 42年５月から 45年３月まで勤務し

ていたが、その期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことにされている。

何年か前に社会保険事務所で確認した時は、記録があったはずなのに、年金

請求時には消えていたのはおかしい。 

申立期間④について、私はＤ社の事業主であり、昭和 45 年５月から社会

保険事務所に厚生年金保険料を支払っていた。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、私の会社は昭和 54 年２月に厚

生年金保険の新規適用事業所になっていることとされ、当該期間の厚生年金

保険の被保険者記録が無い。確かに 45 年５月から厚生年金保険料を支払っ

ていたので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①について、Ａ社が保管している申立人に係る厚生年金保険被保険

者資格取得確認通知書及び資格喪失確認通知書によると、申立人の資格取得日



は、昭和 34年７月 11日、資格喪失日は 35年 10月２日とされており、社会保

険事務所の記録と一致していることが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社における同僚の名前を記憶しておらず、同僚から申立

人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除の事実をうかがわせる証言を得

ることもできない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控 

除されていたことを確認できる関連資料は無く、ほかに申立てに係る事実をう

かがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、Ｂ社の事業主及び同僚の証言から判断して、申立人が

同社に勤務していたことについては推認できる。 

しかし、Ｂ社の事業主は、申立人の勤務期間は２年程度であったとしており、

その期間は申立人の同社における被保険者期間（23か月）とおおむね一致して

いるとともに、聴取した複数の同僚のうち１人は、「自分は昭和40年３月まで

Ｂ社で勤務していたが、申立人はその１年ほど前に退職したと思う。」として

おり、その時期は申立人の同社における資格喪失時期（39年５月１日）とおお

むね一致している。 

また、Ｂ社には、申立人の申立期間②当時の勤務実態を確認できる人事記録

等の資料は保存されていない。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から 

控除されていたことを確認できる関連資料は無く、ほかに申立てに係る事実を

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間③について、Ｃ社における当時の取締役及び複数の同僚は、申立人

が申立期間③の当時に同社に勤務していたとしているものの、申立人の入社時

期については、いずれの者も明確な記憶が無いとしている上、これらの同僚の

中には、申立人は同社が本店所在地を移転した昭和44年４月ごろには既に退職

していたとする証言があり、申立人の同社における勤務時期を確定することは

できない。 

また、社会保険事務所が保管しているＣ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿に申立人の名前は無く、健康保険整理番号に欠番も無い。 

さらに、取締役及び同僚が記憶している当時の事務担当者は既に死亡して 

おり、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる証言を

得ることもできない。 

加えて、申立人が申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から 

控除されていたことを確認できる関連資料は無く、ほかに申立てに係る事実を

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間④について、商業登記簿の記録によると、Ｄ社が設立登記されたの

は昭和48年６月22日であり、申立期間④のうち、45年５月から48年６月21日ま

でについては、同社は法人事業所ではなかったことが確認できることから、個



人事業主であった申立人は、厚生年金保険被保険者となることはできない期間

であると認められる。 

また、社会保険事務所の記録によると、Ｄ社は昭和54年２月７日に厚生年金

保険の任意適用事業所となったことが確認できることから、申立期間④のうち、

48年６月22日以降の期間については、厚生年金保険の適用事業所ではなかった

ことが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間④に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい 

たことを確認できる関連資料は無く、ほかに申立てに係る事実をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



愛知厚生年金 事案 1414 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和57年９月26日から同年12月１日まで 

             ② 昭和57年12月から58年６月まで 

私は、昭和57年１月11日に月給30万円の契約でＡ社に入社し、59年８月31

日まで勤務していた。その間、社長から「会社経理上、資金繰りが苦しいの

で保険料支払の負担を軽減したい。」と頼まれ、58年７月１日からは国民年

金に加入した。 

しかし、私の厚生年金保険の被保険者記録を見ると、昭和57年９月26日に

Ａ社に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年12月１日に同社で再

取得したことになっており、申立期間①の被保険者記録が無いが、一時的に

退職した記憶も、そのような理由も無く、申立期間①についても厚生年金保

険料を給与から控除されていたと思うので、申立期間①について、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

また、私は入社時から退職時まで、給与額はほとんど変わっていなかった

が、社会保険事務所からの被保険者記録照会回答票を見ると、空白期間後の

申立期間②の標準報酬月額が15万円に引き下げられている。退社し、再入社

した覚えも無いのに、退社扱いにして報酬月額を下げた疑いがあるので、私

の申立てを認めて記録を回復し、標準報酬月額を引き上げてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、雇用保険の記録から判断して、申立人がＡ社に昭和

59年８月31日まで継続して勤務していたものと認められる。 



しかし、Ａ社の厚生年金保険被保険者記録によると、同社の被保険者には昭

和57年から58年にかけて、申立人と同様に厚生年金保険被保険者期間が空白と

なっている者が多数みられるところ、これらの者のうち、申立人と同様に３か

月間の空白期間がある者が保管している給与支払明細書によると、被保険者期

間とされていない期間については厚生年金保険料が給与から控除されていな

いことが確認できる。 

また、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる関連資料は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

申立期間②については、Ａ社の厚生年金保険被保険者記録によると、申立人

と同様に昭和57年から58年にかけて被保険者資格を喪失し、再取得している者

の大半が被保険者資格の再取得後に標準報酬月額が下がっていることが確認

できるところ、申立人と同様に標準報酬月額が下がっている者が保管している

給与支払明細書によると、給与から控除されている厚生年金保険料に見合う標

準報酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が一致している

ことが確認できる。 

また、申立人には、申立期間②について、申立人が主張する給与月額及びこ

れに基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確

認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案1415 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年10月から10年４月まで 

    私は、Ａ社に勤務していたころ、時期は忘れたが、給与から控除される社

会保険料が低くなったことに気付き、事業主に問い合わせたところ、「会社

の経営が苦しくなったので、どこかに相談して支払う額を低くした。」と回

答があった。 

その時は聞き流したが、最近になってテレビや新聞報道等を見て、標準報

酬月額が改ざんされていたのではと不安に思うようになり、年金記録を調査

してもらうことにした。 

調査の結果、申立期間の標準報酬月額が９万8,000円とされていることが

分かったが、銀行の預金通帳の記録によると、当時は約22万円の給与をもら

っていたことが確認できるので、申立期間について、給与に見合う額に標準

報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した預金通帳の写しにより、申立人が申立期間において、Ａ社

から約22万円の給与を受け取っていたことが確認できる。 

しかし、申立人は、給与明細書の社会保険料控除額が大幅に低くなったこと

を認識し、Ａ社の事業主にも問い合わせたことがあるとしている。 

また、Ａ社は、平成19年２月に全喪している上、当時の事業主とも連絡が取

れないため、申立てに係る事実を裏付ける証言を得ることはできない上、申立

期間当時に同社において厚生年金保険の被保険者であった者に聴取しても、申

立人がその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる証言を得ることもできなかった。 



さらに、社会保険事務所の記録によると、平成６年10月より以前からＡ社に

勤務していた申立人を含む17人の標準報酬月額の記録は、申立人を除いて、い

ずれも同年10月の定時決定において９万8,000円とされていることが確認でき

るところ、申立人は、７年10月の定時決定において同僚と同額の９万8,000円

とされており、申立期間に係る当該17人の標準報酬月額を比較しても、申立人

にのみ不自然な状況は見受けられない。 

加えて、申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に相当する

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる関

連資料は無い。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額に誤りがあることをうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



愛知厚生年金 事案 1416 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成16年４月１日から同年10月１日まで 

    私は、Ａ社に平成15年１月１日付けで採用された後、16年３月31日までは、

厚生年金保険の適用を受けない契約（勤務時間が週30時間未満）により雇用

されていた。同年４月１日からは勤務時間が週30時間以上の契約となったた

め、本来であれば、この時、厚生年金保険に加入すべきところ、すぐに加入

手続がされず、雇用更新月の同年10月１日から厚生年金保険に加入した。 

私は、当時、厚生年金保険に対する知識が無く、加入漏れに気づかなかっ

たが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事記録及び雇用保険被保険者記録により、申立人は申立期間におい

て同社に勤務していたものと確認できる。 

   しかし、Ａ社が保存する基準給与簿の写しによれば、申立人は、申立期間に

係る厚生年金保険料を給与から控除されていなかったことが確認できる。 

   また、Ａ社が保存する厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書によれば、

申立人は平成 16年 10 月１日に被保険者資格を取得した事実が確認できる上、

同社は、申立期間における申立人の被保険者資格取得の届出は行っていなかっ

た旨回答している。 

さらに、申立てに係る事実について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



愛知厚生年金 事案1417 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏 名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 昭和27年３月29日から33年９月21日まで 

私は、申立期間について、Ａ社での勤務期間に係る脱退手当金を支給され

たことになっている。 

しかし、私は当時、脱退手当金を支給された記憶は無い。手当金は約１万

2,000円と当時としては大変高額であり、支給されていれば記憶しているは

ずである。60歳の年金裁定請求時にも手当金が支給されていないことについ

て、社会保険事務所で説明したが取り合ってもらえなかった。このため、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の被保険者名簿の申立人が記載されているペ

ージとその前４ページ及びその後５ページに記載されている女性のうち、申立

人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和33年９月21日の前後２年以

内に資格喪失した者98人の脱退手当金の支給記録を調査したところ、70人につ

いて脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち59人について資格喪失日から

約６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、そのうち連絡先が把

握できた３人については、事業所が請求手続をしてくれたと証言していること

を踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がな

された可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約３か月後の昭和33年12月26日に支給決定されている上、被保険者台帳には同

年11月に脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当

時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されているとともに、

申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りも無いことから、一連の事務処



理に不自然さはうかがえない。 

 さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事例1418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  ① 昭和30年５月１日から33年１月26日まで 

 ② 昭和33年２月６日から34年７月21日まで 

 ③ 昭和34年７月26日から同年10月27日まで 

    年金記録を確認したところ、Ａ社からＢ社までの５社に係る被保険者期間

については、脱退手当金を受給したこととされていることが分かったが、私

は脱退手当金を請求した覚えも、受給した覚えもない。 

しかし、Ｃ社Ｄ支店及びＢ社の２社に係る脱退手当金は、裁定請求書など

が保存されており、母が代理で受給したことに納得したが、申立期間の３社

分については受給していないので、申立期間について、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間である

３回の被保険者期間が同一の番号で管理されているにもかかわらず、申立期間

後の被保険者期間は別の被保険者記号番号となっており、脱退手当金を受給し

たために被保険者記号番号が異なっているものと考えるのが自然である。 

また、社会保険事務所の記録によると、申立人は申立期間のほか、昭和37

年６月６日から39年５月21日までの期間及び同年９月１日から41年９月27日

までの期間の計47か月の被保険者期間についても、42年４月11日に脱退手当金

を受給していることが確認できるが、仮に、申立期間について脱退手当金が支

給されていなかったとすれば、申立期間も脱退手当金の計算の基礎とされてい

たとみられ、申立期間が計算の基礎とされていないのは、既に申立期間に係る

脱退手当金が支給されていたためと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味



する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る厚生年金保険資格

喪失日から約５か月後の昭和35年３月25日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金通則法施行

前であり、申立期間の事業所を退職後、昭和37年６月６日まで厚生年金保険の

被保険者記録の無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかが

えない。 

このほか、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



愛知厚生年金 事案 1419 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和39年11月22日から40年10月30日まで 

             ② 昭和41年３月７日から43年12月26日まで 

私は、Ａ社とＢ社に勤務した期間の厚生年金保険の記録について、脱退手

当金を受け取ったこととされているのは納得できない。 

脱退手当金の請求をした覚えも受け取った覚えも無いので、申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。     

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金の請求書類である脱退手当金裁定請求書が社会

保険事務所に現存しており、当該裁定請求書には「今後、障害年金の受給権が

発生すれど、現在、脱退手当金を請求します。」旨が記載され、申立人の押印

がされている上、申立人が、かつて勤務していた事業所名、その所在地及び勤

務期間が記されているほか、請求書類には、申立期間に係るＢ社作成の退職所

得の源泉徴収票が添付されていることを踏まえると、申立人の意思に基づき脱

退手当金が請求されたものと考えられる。 

また、申立人の被保険者原票には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示

が記されており、一連の事務処理にも不自然さはうかがえないほか、申立人か

ら聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していない

ことをうかがわせる事情は見当たらない。  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 


